
一
頁

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
四
章

削
除

目
次
中

第
五
章

費
用
（
第
四
十
八
条
）

を
「
第
四
章

雑
則
（
第
四
十
条
―
第
五
十
条
の
三
）
」

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
条
の
三
）
」

に
改
め
る
。

第
一
条
の
五
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
五
の
三
第
一
項
中
「
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
十
八
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
十
九

法
第
二
十
一
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
護
者
（
出
産
後
お
お
む
ね
一
年
以
内
の
女
子
に
限
る
。
）
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
お
い
て
養
育

を
受
け
る
こ
と
に
支
障
を
生
じ
た
乳
児
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
、
家
事
並
び
に
養
育
等
に
関
す
る
相
談
及
び

助
言
を
行
う
事
業
（
必
要
な
職
員
を
置
く
等
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
次
号
、
第
三
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。

03/09/10



二
頁

）
二

保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
児
童
に
つ
き
、

そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
を
行
う
事
業

三

児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
が
そ
の
養
育
上
の
不
安
等
に
関
す
る
援
助
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
の

家
庭
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
保
育
、
養
育
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

四

次
に
掲
げ
る
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障

が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
若
し
く
は
保
育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
の
居
宅
又
は
保
育
所
そ
の
他
の
施
設
、
病
院

若
し
く
は
診
療
所
（
ロ
に
掲
げ
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
病
院
又
は
診
療
所
）
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ

り
、
保
育
を
行
う
事
業

イ

疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ

と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
保
育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
（
当
該
児
童
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
も
の
を
除
く

03/09/10



三
頁

03/09/10

。
）
の
居
宅
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業
（
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
、
か
つ
、

市
町
村
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）

六

保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
乳
児
又
は
幼
児

に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業
（
市
町
村
又
は
そ
の
委
託
を
受

け
て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
一
月
間
に
相
当
程
度
、
家
庭

に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
生
ず
る
も
の
に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り

、
保
育
を
行
う
事
業

八

保
護
者
で
あ
つ
て
そ
の
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
等
に
関
す
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と
当
該
援
助
を
行

う
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
個
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
援
助
希
望
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
及
び
調
整
を

行
う
と
と
も
に
、
援
助
希
望
者
の
講
習
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

九

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
を
開
設
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
適
当

な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
当
該
児
童
の
養
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要



四
頁

03/09/10

な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

十

保
育
所
そ
の
他
の
施
設
等
に
お
い
て
、
必
要
な
職
員
を
置
く
等
に
よ
り
、
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
に
関
す
る
各
般
の
問

題
に
つ
き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護
者
の
児
童
の
養
育

の
支
援
に
係
る
活
動
を
行
う
民
間
団
体
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

第
二
十
一
条
の
二
十

法
第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
第
十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
一

法
第
二
十
一
条
の
三
十
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
届
出
を
し
た
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
と
し
、
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
事

業
を
再
開
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
と
す
る
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
業
の
種
類
及
び
内
容

二

経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

そ
の
他
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
十
七
条
第
四
項
中
「
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。



五
頁

03/09/10

第
四
章
及
び
第
五
章
を
削
る
。

第
六
章
中
第
四
十
九
条
の
前
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条

法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。

一

前
年
度
（
法
第
五
十
六
条
の
八
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
又
は
当
該
年
度

）
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
保
育
の
実
施
の
申
込
み
を
行
つ
た
保
護
者
の
当
該
申
込
み
に
係
る
児
童
で
あ
つ
て
保
育
の
実

施
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
が
五
十
人
以
上
あ
る
こ
と
。

イ

第
二
十
一
条
の
十
九
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
そ
の
他
児
童
の
保
育
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
当
該
市
町
村
が
必
要
と

認
め
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児
童

ロ

保
護
者
が
入
所
を
希
望
す
る
保
育
所
以
外
の
保
育
所
に
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
児
童

二

当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
年
度
前
に
定
め
ら
れ
た
法
第
五
十
六
条
の
八
第
二
項
の
市
町
村
保
育
計
画
の

計
画
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
四
十
一
条

法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育
て
支
援
事
業
は
、
第
二
十
一
条
の
十
九
第



六
頁

03/09/10

五
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

第
四
十
二
条

法
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
と
す
る
。

一

前
年
度
（
法
第
五
十
六
条
の
九
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
又
は
当
該
年
度

）
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
第
四
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
市
町
村
と
な
る

べ
き
市
町
村
が
あ
る
こ
と
。

二

当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
年
度
前
に
定
め
ら
れ
た
法
第
五
十
六
条
の
九
第
二
項
の
都
道
府
県
保
育
計
画

の
計
画
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
四
十
三
条

法
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育
て
支
援
事
業
は
、
第
二
十
一
条
の
十
九
第

五
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で

削
除

第
四
十
九
条
の
八
中
「
第
五
十
九
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
章
を
第
四
章
と
す
る
。



七
頁

03/09/10

第
十
三
号
の
二
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
十
三
号
の
三
様
式
（
第
二
十
一
条
の
二
十
関
係
）

表

縦
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

証

明

書

第

号

平
成

年

月

日
交
付

所

属

職

氏

名



八
頁

03/09/10

市
町
村
長

印

右
の
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
す
る
職
権
を
行
う
者

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

裏
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
六

（
略
）

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。



九
頁

03/09/10

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三
十
二

市
町
村
長
は
、
第
二
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
調
整
等

の
事
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
事
務
を
受
託

し
た
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
事
務
を
受
託
し
た

者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
十
八
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

削
除

第
五
章

費
用
（
第
四
十
八
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
条
―
第
五
十
条
の
三
）

第
六
章

雑
則
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
条
の
三
）

第
一
条
の
五

法
第
六
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助

第
一
条
の
五

法
第
六
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助

は
、
訪
問
等
の
方
法
に
よ
る
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
身
体
に

は
、
訪
問
等
の
方
法
に
よ
る
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
身
体
に

障
害
の
あ
る
児
童
若
し
く
は
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

障
害
の
あ
る
児
童
若
し
く
は
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

障
害
児
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
保
護
者
に
係
る
状
況
の
把
握
、
同
項
に
規
定
す

障
害
児
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
保
護
者
に
係
る
状
況
の
把
握
、
同
項
に
規
定
す

る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
並
び
に
指
導
、
障
害
児
又
は
保
護
者
と
市
町
村
（
特
別

る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
並
び
に
指
導
、
障
害
児
又
は
保
護
者
と
市
町
村
、
児
童

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
児
童
相
談
所
、
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う

相
談
所
、
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
等
と
の
連
絡
及

者
、
児
童
福
祉
施
設
等
と
の
連
絡
及
び
調
整
そ
の
他
の
障
害
児
又
は
保
護
者
に
必

び
調
整
そ
の
他
の
障
害
児
又
は
保
護
者
に
必
要
な
援
助
と
す
る
。

要
な
援
助
と
す
る
。

第
一
条
の
五
の
三

短
期
入
所
生
活
援
助
事
業
と
は
、
保
護
者
が
疾
病
、
疲
労
そ
の

第
一
条
の
五
の
三

短
期
入
所
生
活
援
助
事
業
と
は
、
保
護
者
が
疾
病
、
疲
労
そ
の

他
の
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童

他
の
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童

を
養
育
す
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
（
特

を
養
育
す
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
（
特

別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
と
認
め
た
と
き
に
、
当
該
児
童
に

別
区
の
区
長
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
当
と
認
め
た
と

つ
き
、
第
一
条
の
五
の
五
に
定
め
る
施
設
に
お
い
て
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
を

き
に
、
当
該
児
童
に
つ
き
、
第
一
条
の
五
の
五
に
定
め
る
施
設
に
お
い
て
必
要
な

03/09/10
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い
う
。

保
護
を
行
う
事
業
を
い
う
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
十
一
条
の
十
九

法
第
二
十
一
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

・
乳
幼
児
健
康
支
援
一
時
預
か
り
事
業
（
産
褥
期
ヘ
ル
パ
ー
）

一

保
護
者
（
出
産
後
お
お
む
ね
一
年
以
内
の
女
子
に
限
る
。
）
の
疾
病
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
お
い
て
養
育
を
受
け
る
こ
と
に
支
障
を
生
じ
た
乳

児
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
、
家
事
並
び
に
養
育
等
に
関
す
る
相
談

及
び
助
言
を
行
う
事
業
（
必
要
な
職
員
を
置
く
等
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。

次
号
、
第
三
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

・
乳
幼
児
健
康
支
援
一
時
預
か
り
事
業
（
訪
問
型
一
時
保
育
）

二

保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
が

一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
児
童
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
を
行
う
事

業

・
家
庭
訪
問
支
援
事
業

三

児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
が
そ
の
養
育
上
の
不
安
等
に
関
す
る
援
助
を

受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
保
育

、
養
育
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

・
乳
幼
児
健
康
支
援
一
時
預
か
り
事
業
（
病
後
児
保
育
）

四

次
に
掲
げ
る
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
の
家
庭
若

し
く
は
保
育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
の
居
宅
又
は
保
育
所
そ
の
他
の
施
設
、

病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
ロ
に
掲
げ
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
病
院
又
は
診
療
所

）
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業

イ

疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
あ

る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
あ

る
も
の
を
除
く
。
）

・
家
庭
的
保
育
事
業

五

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理

03/09/10
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由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
保

育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
（
当
該
児
童
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
居
宅
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行

う
事
業
（
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
市
町
村
又
は
そ
の
委
託
を
受
け

て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）

・
一
時
保
育
事
業

六

保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
が

一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
乳
児
又
は
幼
児
に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適

当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業
（
市
町
村
又
は
そ
の
委
託

を
受
け
て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）

・
特
定
保
育
事
業

七

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
、
一
月
間
に
相
当
程
度
、
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障

が
生
ず
る
も
の
に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に

よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

八

保
護
者
で
あ
つ
て
そ
の
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
等
に
関
す
る
援
助
を
受
け
る

こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
個
人
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
援
助
希
望
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
及
び
調

整
を
行
う
と
と
も
に
、
援
助
希
望
者
の
講
習
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
事

業

・
つ
ど
い
の
広
場
事
業

九

お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所

を
開
設
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
当
該

児
童
の
養
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、

必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

・
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

十

保
育
所
そ
の
他
の
施
設
等
に
お
い
て
、
必
要
な
職
員
を
置
く
等
に
よ
り
、
乳

児
、
幼
児
等
の
保
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
に

応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護
者
の
児
童
の
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養
育
の
支
援
に
係
る
活
動
を
行
う
民
間
団
体
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を

行
う
事
業

第
二
十
一
条
の
二
十

法
第
二
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
は
、
第

十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
十
一

法
第
二
十
一
条
の
三
十
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
（
当
該
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に

係
る
事
項
と
し
、
事
業
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
し
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る

事
業
を
再
開
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
と
す
る
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
業
の
種
類
及
び
内
容

二

経
営
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

三

そ
の
他
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
届
出
を
行
つ
た
市
町
村
は
、
第
一
項
第
二
号
若
し
く

④

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
届
出
を
行
つ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
経
営
の
責
任
者
若
し
く
は
福
祉
の
実
務
に
当
た
る

じ
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
経
営
の
責
任

幹
部
職
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
届

者
若
し
く
は
福
祉
の
実
務
に
当
た
る
幹
部
職
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
・
⑥

（
略
）

⑤
・
⑥

（
略
）

第
四
章

削
除
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第
四
十
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で

削
除

第
五
章

費
用

第
四
十
八
条

削
除

第
四
章

雑
則

第
六
章

雑
則

第
四
十
条

法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

前
年
度
（
法
第
五
十
六
条
の
八
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
又
は
当
該
年
度
）
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
保
育
の

実
施
の
申
込
み
を
行
つ
た
保
護
者
の
当
該
申
込
み
に
係
る
児
童
で
あ
つ
て
保
育

の
実
施
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
の
数
が
五
十
人
以
上
あ
る
こ
と
。

イ

第
二
十
一
条
の
十
九
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
そ
の
他
児
童
の
保
育
に
関
す

る
事
業
で
あ
つ
て
当
該
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児

童
ロ

保
護
者
が
入
所
を
希
望
す
る
保
育
所
以
外
の
保
育
所
に
入
所
す
る
こ
と
が

で
き
る
児
童

二

当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
年
度
前
に
定
め
ら
れ
た
法
第
五
十

六
条
の
八
第
二
項
の
市
町
村
保
育
計
画
の
計
画
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と

。

第
四
十
一
条

法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育
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て
支
援
事
業
は
、
第
二
十
一
条
の
十
九
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

第
四
十
二
条

法
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

前
年
度
（
法
第
五
十
六
条
の
九
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
又
は
当
該
年
度
）
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
都

道
府
県
の
区
域
内
に
第
四
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
市
町
村
と

な
る
べ
き
市
町
村
が
あ
る
こ
と
。

二

当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
年
度
前
に
定
め
ら
れ
た
法
第
五
十

六
条
の
九
第
二
項
の
都
道
府
県
保
育
計
画
の
計
画
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
こ

と
。

第
四
十
三
条

法
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育

て
支
援
事
業
は
、
第
二
十
一
条
の
十
九
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で

削
除

第
四
十
九
条
の
八

法
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
令
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ

第
四
十
九
条
の
八

法
第
五
十
九
条
の
七
第
一
項
及
び
令
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た

り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た

だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と

だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

を
妨
げ
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

第
十
三
号
の
三
様
式

（
略
）


